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参考資料  －  リスク分担について 

 

 

  本参考資料は、リスク分担について、英国の例や国内の各種報告書及び具体事例に

おける例を事務当局としてまとめたものである。(なお、今後、より正確な理解によ

って修正されうる。) 

 

Ⅰ．英国におけるリスク分担 

 

  ここでは、英国タスクフォースガイダンスにおいて、リスク分担に関し、どのよ

うに記述されているかを簡単にまとめる。（訳は仮訳） 

 

１．SERIES 3 - TECHNICAL NOTES 

       NO.5 How to Construct a Public Sector Comparator から 

 

 （以下の項番号は原文の項番号を使用） 

 

   4 リスク分析 

 

 4-1 リスク表 

リスク表の作成は，ＰＦＩ調達過程の重要な部分であり、通常ＰＳＣの構築と

一体となっている。リスク表の作成は通常、①プロジェクトにおけるリスクの特

定、②特定されたリスクのインパクトの査定、③リスク発生の可能性の査定、④

財政面への影響という大きな段階から成り立っている。 

 

   4-2 リスクの特定 

  第一段階では、プロジェクトに関係すると思われるリスクすべてのリストを集

めることから始まる。主要なリスクの種類については、BOX5 において挙げられて

いる。 

 

    ＊ BOX ５において挙げられているリスク： 

  ｱﾍﾞｲﾗﾋﾞﾘﾃｨｰﾘｽｸ、建設ﾘｽｸ、ﾃﾞｶﾝﾄﾘｽｸ、需要ﾘｽｸ、金利ﾘｽｸ、立法ﾘｽｸ、維持管理

ﾘｽｸ、占有ﾘｽｸ（需要ﾘｽｸの一形態）、運営ﾘｽｸ、計画ﾘｽｸ、政策ﾘｽｸ、残存価値ﾘｽｸ、

技術ﾘｽｸ、ﾎﾞﾘｭｰﾑﾘｽｸ 

 

   4-7 リスク分担 

リスク移転によるコストより、発注者の便益の方が上回っているときは、常に
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リスクは民間側に移転され、それにより最適なリスク分担を行うことがリスク分

担の目的である。リスク分担は、あくまでも予備的なものであり、初期段階にお

いて公共側と考えられたﾘｽｸが、後に移転可能なﾘｽｸとなることもあり、ﾘｽｸ分担

は変化しうるものであるということを理解しなければならない。 

公共負担、民間負担、両者負担の類型については、BOX9 において、例示されて

いる。 

 

   4-8 公共側のリスク 

  ﾘｽｸ移転の後、公共側に残ったﾘｽｸについても、ﾘｽｸを最小化、軽減化すること

が重要である。 

 

    ＊リスク表（付属資料Ｆ）の例 

  「NHS（National Health Service）における PFI」から抜粋された詳細なﾘｽｸ

表が掲載されている。 

 

 

 ２． SERIES 4 - CASE STUDIES から 

 

  (1) MSHATF（Medium Support Helicopter Air crew Training Facility） 

   MSHATF 事例におけるﾘｽｸ分担は、民間側がすぐれたｻｰﾋﾞｽを提供するような強

いｲﾝｾﾝｹﾃｨﾌﾞを与えるようにﾃﾞｻﾞｲﾝされた。発注者である防衛省のこれまでのｼｭ

ﾐﾚｰｼｮﾝと異なるﾘｽｸは、設計・建設・発注ﾘｽｸ、利用ﾘｽｸ、運営・ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾘｽｸ、そ

して料金ﾘｽｸに及んでいる。 

   MSHATF の事例に特有なﾘｽｸ分担については、ﾃｰﾌﾞﾙ２において、分担表が掲載

されている。 

 

  (2) IT 関連の事例 

技術ﾘｽｸ、所有ﾘｽｸ、運営ﾘｽｸ、ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ及び従業員ﾘｽｸ、契約ﾘｽｸについての基

本的な考え方が記述されている。 

 

    ＊リスク表（付属資料Ｅ）の例 

  TAFMIS（Management Information System to support Training Administration 

and Finance management of the business）の事業における詳細なﾘｽｸ表が掲載

されている。 

 

  (3) DBFO 学校ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの例（Colfox School, Dorset） 

  民間は基本的に、設計、建設、資金調達、運営における実質的なﾘｽｸを負って
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いる。   

  公共で負担するﾘｽｸは、①学校に通う生徒数、②主要な教育の実施、ｶﾘｷｭﾗﾑの

作成責任、③政府又は学校による変更若しくは教育施設に特に影響する法令の変

更による求められるｻｰﾋﾞｽの変更、④物価ﾘｽｸである。 

  両者で負担するﾘｽｸは、①残存価値ﾘｽｸ、②一般的な法律の変更による追加負担

ﾘｽｸである。 

 

  (4) OSIRIS（Office Systems Infrastructure Review and Implementation Strategy 

for the Welsh Office） 

  ﾘｽｸ分担は、現実的な観点から行われるべきもので、公共側のみが対処しうる

ﾘｽｸを民間に移転するようなものでないことは言うまでもない。移転すべきﾘｽｸ、

共同で対処すべきﾘｽｸ、保持すべきﾘｽｸについて合意することが目的である。 

 

  (5) DCMF Prisons 

  PFI 事業を考慮する際には２つの検討が必要であり、その最初の検討が、民間

側に不相応な負担をもたらすことなく、十分にﾘｽｸを移転することが可能かどう

かということになる。 

 

  (6) DBFO 道路の事例 

  ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾘｽｸは、民間側がそのﾘｽｸに対処することができるときに、民間側に

移転されるものである。 

  一般的に民間側が、①建設・運営費用超過ﾘｽｸ、②ｻｰﾋﾞｽ開始の遅れ、③性能ﾘｽ

ｸ、④法令ﾘｽｸを負担することが求められる。 

  その他、DBFO 契約特有のﾘｽｸとして、①交通量ﾘｽｸ、②抗議者ﾘｽｸ、③潜在瑕疵

ﾘｽｸ、④その他ﾘｽｸがあげられており、より詳細に説明がなされている。 

 

  (7) IND（the home office Immigration and Nationality Directorate）ｹｰｽﾜｰｷﾝ

ｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

  重要なﾘｽｸとして、①供給側の期待された効率性の不達成、②ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにﾏﾈｰｼﾞｬ

ｰ及びｽﾀｯﾌが従わないﾘｽｸ、③INDﾋﾞｼﾞﾈｽの予測不可能な変化、④ITｼｽﾃﾑの運営の

遅延及び不能をもたらす技術ﾘｽｸを挙げている。 

 

  ＊リスク表（付属資料Ｄ）の例 

  ここでは、INDﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにおいて明らかになった各ﾘｽｸについて、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘｽｸとｻｰ

ﾋﾞｽﾘｽｸに大きくわけて説明されている。 

 

  (8) Scottish Health Service Management Executive 



 4

  ここでは、①ﾎﾞﾘｭｰﾑﾘｽｸ、②残存価値ﾘｽｸ、③建設ｺｽﾄｵｰﾊﾞｰﾗﾝ・完工遅延ﾘｽｸ、

④運営ｺｽﾄﾘｽｸ、⑤雇用終了ﾘｽｸ、⑥ｱﾍﾞｲﾗﾋﾞﾘﾃｨｰﾘｽｸについて、それぞれ具体的に

説明されている。 
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Ⅱ．各種報告書等におけるリスクの種類等 

 

 １．リスクの種類及び分類 

 

   リスクの種類及び分類については、JAPIC 報告書(H10．6)におけるものが比較

的網羅的な整理となっていることから、ここではまずこの整理を示し、さらに、

これ以外のリスクで他の報告書・具体事例で挙げられているものを列挙する形で

整理した。 

 

＊略字表記について 

・神奈川衛生：神奈川県衛生研究所 

・神奈川保健：神奈川県保健医療福祉大学 

  ・福岡余熱：福岡市臨海工場余熱利用施設 

  ・千葉消費：千葉県消費生活ｾﾝﾀｰ・計量検査所 

  ・東京金町：東京都金町浄水場常用発電設備 

  ・常陸那珂：茨城県常陸那珂港北ふ頭公共ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ 

  ・(建設省)：建設省４事業のｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ報告書 

  ・(JAPIC)：JAPIC 報告書 

  ・(PFIﾌﾟﾛ):｢PFI とﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ｣ 

  ・(海外 BOT 事業)：「英国における PFI の現状」 
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 (1) 共通ﾘｽｸ 

 ①政治ﾘｽｸ 

・立法化ﾘｽｸ：民活事業立法化に係わるﾘｽｸ 

・政治ﾘｽｸ：政権交代､議会承認に係わるﾘｽｸ 

  ＊政権交代､政策方針の転換､議会承認､財政破綻等とされた例あり。(JAPIC(庁

舎）) 

・法令ﾘｽｸ：関連法令の変更等に係わるﾘｽｸ 

・許認可ﾘｽｸ：許認可の取得､遅延等によるﾘｽｸ 

・税制ﾘｽｸ：新税や税率変更など税制の変更に係わるﾘｽｸ 

・公共支援ﾘｽｸ：法律､協定､契約で決められた公共支援が実施されないﾘｽｸ 

 

 ②経済ﾘｽｸ 

・物価ﾘｽｸ：物価の上昇により工事費、運営費等が増加するﾘｽｸ 

・金利ﾘｽｸ：金利の変動によるﾘｽｸ 

・為替ﾘｽｸ：急激に為替ﾚｰﾄが変動するﾘｽｸ 

 

 ③社会ﾘｽｸ 

･住民問題ﾘｽｸ：事業そのものの実施や民活化に関する住民運動､訴訟に係わるﾘｽｸ 

･環境問題ﾘｽｸ：事業､施設建設そのものに対する環境問題､訴訟に係わるﾘｽｸ 

 

 ④ﾊﾟｰﾄﾅｰﾘｽｸ：事業会社の出資者、事業ﾊﾟｰﾄﾅｰの経験、能力に係わるﾘｽｸ 

 ⑤異常事態ﾘｽｸ(ﾌｫｰｽﾏｼﾞｭｰﾙﾘｽｸ)：大地震等の自然災害、戦争､暴動等のﾘｽｸ 

 

 

 (2) 計画段階でのﾘｽｸ 

・調査ﾘｽｸ：測量や地質等調査の不足､ﾐｽ等に起因するﾘｽｸ 

・設計ﾘｽｸ：設計ﾐｽ等に起因するﾘｽｸ 

・計画変更･遅延ﾘｽｸ：環境ｱｾｽ･公聴会等で計画の変更･遅延するﾘｽｸ 

・応募ﾘｽｸ：落選時の応募ｺｽﾄ損失に係わるﾘｽｸ 

 

 

 (3) 建設段階でのﾘｽｸ 

・用地ﾘｽｸ：用地買収･収用の遅れ、用地費が予算を超過するﾘｽｸ 

＊当該ﾘｽｸを、建設予定地に関するﾘｽｸ、建設に要する資材置き場に関するﾘｽｸ、

地中障害物に関するﾘｽｸに分類する例あり（神奈川衛生） 

・関連ｲﾝﾌﾗ整備ﾘｽｸ：公共が関連して実施する事業の遅れなどによるﾘｽｸ 

・工事費超過ﾘｽｸ：建設費が予算を超過するﾘｽｸ 
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・工事遅延ﾘｽｸ：工事が契約より遅延するﾘｽｸ 

・完工ﾘｽｸ：工事が完成しないﾘｽｸ 

・性能ﾘｽｸ：施設が定められた仕様・規格を満たさず、手直しが必要となるﾘｽｸ 

・施設損傷ﾘｽｸ：工事中の事故･火災等によるﾘｽｸ 

＊使用（運営）前の工事目的物や材料他、関連工事に関して生じた損害と定義

する例あり（神奈川衛生） 

 

 

 (4) 運営段階でのﾘｽｸ 

 ①周辺ｲﾝﾌﾗ整備ﾘｽｸ：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの対象市場圏域内に競合／関連する公共施設、民間

施設が建設され、需要が減少するﾘｽｸ 

 

 ②ﾏｰｹｯﾄﾘｽｸ 

・需要予測ﾘｽｸ：需要が予測を下回るﾘｽｸ  

・料金ﾘｽｸ：料金の改定が予め定めた協定、契約に従って行えないﾘｽｸ 

 

 ③運営管理ﾘｽｸ 

・運営ﾘｽｸ：運営経費の上昇など運営･管理･維持に関するﾘｽｸ 

・施設損傷ﾘｽｸ：交通事故､火災などによる施設損傷ﾘｽｸ 

 

 ④技術革新ﾘｽｸ：将来の技術革新により施設･設備が無用､不効率になるﾘｽｸ  

 ⑤ﾃﾞﾌｫﾙﾄﾘｽｸ：契約不履行、ﾌｫｰｽﾏｼﾞｭｰﾙ等による事業破綻ﾘｽｸ 

 



 8

  ＊JAPIC 報告書以外の報告書・具体事例で挙げられているリスク 

 

・公募要項(募集要項)の誤り：公募要項(募集要項)の誤りによるﾘｽｸ。具体事案

に多くみられる。(福岡余熱･神奈川保健等) 

・契約破棄ﾘｽｸ：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ関係者瑕疵による契約破棄（廃棄物（PFIﾌﾟﾛ）） 

・第三者賠償：調査･工事による騒音･振動･地盤沈下等による場合(福岡余熱)。

設計･建設･管理運営に関して第三者に損害を与えた場合（神奈川衛生） 

・労働問題ﾘｽｸ：組合との協定、ｽﾄﾗｲｷ（海外 BOT 事業(JAPIC)） 

・設計変更：公共の提示条件･指示の不備、変更によるもの（発注者責任ﾘｽｸとも

いう（神奈川衛生））、事業者の提案内容に関する設計変更がある。（千葉

消費等） 

・VE 提案ﾘｽｸ：VE 提案に関するもの（神奈川衛生） 

・保険：施設の設計･建設における履行保証保険、及び管理運営期間のﾘｽｸを保証

する保険。（常陸那珂） 

・資金調達：必要な資金の確保に関すること（千葉消費､神奈川保健等） 

・技術ﾘｽｸ：採用技術が要求水準を満たしていないことによるﾘｽｸ。廃棄物処理や

情報処理の分野で問題とされることが多い（廃棄物（PFIﾌﾟﾛ）） 

・建設中断ﾘｽｸ：遺跡の発掘等による建設の中断（庁舎（JAPIC）） 

・関連施設整備ﾘｽｸ：公共が関連して実施する施設整備工事の遅れ（街路（建設

省）） 

・一般的損害：工事目的物･材料･他関連工事に関して生じた損害（千葉消費・神

奈川保健） 

・瑕疵担保：隠れた瑕疵の担保責任（千葉消費） 

・施工監理ﾘｽｸ：施工監理に関するもの（神奈川衛生） 

・賃料ﾘｽｸ：賃料設定･改訂に関するﾘｽｸ（庁舎（JAPIC）） 

・料金未払いﾘｽｸ：管理者側から対価が支払われない(ｼｬﾄﾞｰﾄｰﾙなどの場合)（公

園（建設省）） 

・施設内事故ﾘｽｸ：施設内での不慮の事故に関するﾘｽｸ（公園（建設省）） 

・潜在的瑕疵ﾘｽｸ：管理者等が整備した関連施設の潜在的な瑕疵による費用の増

加など（公園（建設省）） 

・修繕費増大ﾘｽｸ：修繕費が予測を上回った場合（神奈川衛生） 

・施設改修：施設改修等（福岡余熱） 

・施設移管段階でのﾘｽｸ（庁舎(JAPIC)） 

a.修繕費用ﾘｽｸ：施設移管に伴う検査等の修復に係るｺｽﾄ増大のﾘｽｸ。 

b.残存価値ﾘｽｸ：移転に伴う残存価値の未定に伴うﾘｽｸ。 

・施設移管手続きに伴う諸費用の発生に関するもの、事業会社の清算手続きに伴

う評価損益等のﾘｽｸ（神奈川衛生） 
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２．各リスクについての説明 

 

  ここでは、前記各リスクについて、各報告書等における説明を表にして紹介する。 

 

 (1) 一般的、標準的なリスクについて 

 

  ①「JAPIC 報告書(H10．6)」より 

項目 説明内容 

政治ﾘｽｸ 原則公共側の責任。消費税等の変更については事業者負担。 

社会ﾘｽｸ 合意形成、環境ｱｾｽﾒﾝﾄ、住民公聴会に起因するﾘｽｸは原則公共の責任。 

用地ﾘｽｸ 基本的には、用地は、公共によって取得されるべき。 

関連ｲﾝﾌﾗ整備ﾘｽ
ｸ 

（例）有料道路橋開業の際の取付道路 

周辺ｲﾝﾌﾗ整備ﾘｽ
ｸ 

公共による社会資本整備計画により、競合施設整備の禁止又は補償措
置をとるべき。 

異状事態ﾘｽｸ （例）大地震。原則公共が責任を果たすべき。 

需要予測ﾘｽｸ 
需要や収入額の最低最高限度を定めることで、官民でﾘｽｸを分担でき
る。 

ｲﾝﾌﾚ・金利ﾘｽｸ 
基本的に民間に分担される。但し、多様な資金調達、金融商品が導入
できる環境等条件整備が必要。 

応募ﾘｽｸ 
原則民間負担。選定の多段階化によりﾘｽｸを軽減。報奨金を出す事例
あり。 

 

  ②「PFI 実践ｶﾞｲﾄﾞ」より 

項目 説明内容 

入札ﾘｽｸ  

設計､施工､事業権､
及び運営に関するﾘｽ
ｸ 

工事費・運営費が超過するﾘｽｸ。民間負担。 

工事遅延､品質不良
の影響 

施設の完成が遅れて、ｻｰﾋﾞｽ提供の開始が遅れるﾘｽｸ。施設の欠陥
がｻｰﾋﾞｽ提供に影響を与えるﾘｽｸ。 

運営コストと指標化 
長期間（通常25～30年）にわたるｻｰﾋﾞｽ提供においては、各種の
物価上昇に関連した長期コストの問題あり。 

需要ﾘｽｸ 
（例）学校建設、在学生徒数にｻｰﾋﾞｽ料が比例する。生徒数の減
少に伴い収入が減少する。契約期間中の人口統計学的な動向､地
域人口の変化､人々の教育志向が需要に影響を与える。 

残存価値ﾘｽｸ  

品質維持ﾘｽｸ 
施設改修の資金が必要となるため、通常の収入と別に積立てが必
要。 

資金ﾘｽｸ 
貸し手にすべての資金ﾘｽｸを負わせる趣旨でないことを納得させ
るために、一定の出資金が必要（通常は、総資金の5～15％程度
とされている） 
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  ③「国内ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ」より 

項目 説明内容 

完工遅延ﾘｽｸ  

建設費用超過ﾘｽｸ 

建設費用が当初見込みを超えたり、建設途中で設備の仕様変更が
必要になることで生じた追加費用によるﾘｽｸ。当初の建設費に十
分な予備費を見込んでおくことでﾘｽｸをかなり軽減することが可
能。 

ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰﾘｽｸ 公共負担。 

資金調達ﾘｽｸ  

設備能力ﾘｽｸ 
設備の能力･性能が設計値を達成できないことによるﾘｽｸ。建設業
者からの性能保証や、無料修理期間により建設業者が負担。出資
者の提供するﾃﾞｰﾀに起因するﾘｽｸは出資者が負担すべき。 

操業運営ﾘｽｸ 

操業ﾐｽや事故により生じる操業停止等。出資者に同種の事業を実
施している企業が入っている場合、当該出資者と支援契約を予め
結んでおき、支援を受けることが可能。第３者の会社を起用する
場合は、その会社が操業ﾐｽや事故の責任を負担することを盛り込
んだ委託契約を締結する。 

原材料供給ﾘｽｸ 

原材料供給がｽﾄｯﾌﾟするﾘｽｸ。信用ある供給者と十分な期間をもっ
た供給契約を結ぶことでﾘｽｸを軽減することが可能。契約におい
て安定供給義務の他、支障が出た場合の損害の負担についても明
記することで適切なﾘｽｸの移転が図られる。 

技術ﾘｽｸ  

販売量･販売価格ﾘｽｸ 

販売量が低下するﾘｽｸについては、不足資金の一部を出資者や政
府に補填を求め、ﾘｽｸを負担してもらう。価格変動によるﾘｽｸにつ
いては、固定価格やｽﾜｯﾌﾟによりﾘｽｸを回避する手法が考えられ
る。 

為替･金利上昇ﾘｽｸ 

借入れ通貨が外貨で、収入が現地通貨の場合に生じる為替ﾘｽｸに
ついては、為替の予約によるﾘｽｸ回避。借入金の基準金利が変動
金利の場合のﾘｽｸについては、変動金利を固定金利に金利ｽﾜｯﾌﾟす
ることでﾘｽｸ回避。 

その他のｷｬｯｼｭﾌﾛｰﾘｽ
ｸ 

保守管理費､人件費､借地代など。 

戦争ﾘｽｸ 暴動､内乱､内戦､革命､ﾃﾛ行為等。 

国有化･接収ﾘｽｸ  

外貨交換規制･送金
規制ﾘｽｸ 

現地通貨から外貨への交換の規制､海外送金の禁止。 

法律･政策変更ﾘｽｸ 
(例)税制の変更による租税公課の増加、環境基準の変更に伴う追
加投資が必要となるﾘｽｸ 

不可抗力ﾘｽｸ 地震､火事､落雷､水害。 
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  ④「PFI とﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ」より 

項目 説明内容 

計画責任ﾘｽｸ 公共負担。 

用地取得ﾘｽｸ 
公共負担。用地取得に関わるｺｽﾄ要素としては、①用地取得費､②
取得に関する超過費用､③取得遅延に伴うｺｽﾄが挙げられる。 

関連ｲﾝﾌﾗ整備ﾘｽｸ 
公共負担。英国やその他の海外のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおいても公共負担が
多い。（例：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ用地までのｱｸｾｽ道路の整備） 

住民説明ﾘｽｸ 公共負担。 

設計、技術ﾘｽｸ 民間負担。 

完工ﾘｽｸ 民間負担。 

運営ﾘｽｸ 
民間負担。ｻｰﾋﾞｽ水準は個々のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによって詳細に規定され
る。（病院ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの場合：病院の清掃、ﾍﾞｯﾄﾞ整備、手術室の
清掃、外来患者診療ｽﾍﾟｰｽの清掃･整備､病院食の用意等） 

ﾏｰｹｯﾄﾘｽｸ 
負担はｹｰｽﾊﾞｲｹｰｽ。道路､鉄道､橋梁等の交通量､空港等の利用者数
は将来の需要予測が難しく、ﾏｰｹｯﾄﾘｽｸの大きな分野と考えられて
おり、官がﾘｽｸの一部を負担することが望ましいｹｰｽあり。 

不可抗力ﾘｽｸ 
公共主負担、民間従負担。戦争、革命、騒動、ﾃﾛ、放射能汚染、
伝染病､天災、収用､没収等。自然災害等による損害のうち民間保
険付保がｶﾊﾞｰできる範囲であれば民間負担も可能。 

法制度変更ﾘｽｸ 
公共負担。但し、広く社会一般に適用される法律や規制の変更ﾘｽ
ｸは公共負担ﾘｽｸから除外される。 

 

  ⑤ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ「先進国公共事業ｼｽﾃﾑ調査報告 2」及び「日本版 PFI のすべて」

より 

項目 説明内容 

設計と施工ﾘｽｸ  

ｲﾝﾌﾚと運営ﾘｽｸ 
ｻｰﾋﾞｽに対して契約される運営費用は、一般には消費者物価指数
に基づいてｽﾗｲﾄﾞされる。ｲﾝﾌﾚや労務費､維持管理費の増加などの
適性な評価が重要。 

需要ﾘｽｸ  

残存価値ﾘｽｸ 
資産を取得するか、契約を延長するか､再交渉するかの三者択一
ができるのが一般的。 

技術の陳腐化ﾘｽｸ 
情報処理委託契約を含むPFIﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ以外においては通常重視さ
れない。重視する場合は契約に明記。 

規制等のﾘｽｸ(課税､
設計許可を含む) 

影響の大きい規制等の変更に再交渉や価格調整の規定を設ける
ことがあっても、軽度のものは通常は民間が負担する。 

財務(資金調達)ﾘｽｸ 
資金のほどんどは借入金で調達しなければならないが、最小限の
出資金は必要。必要な出資金は事業費の5～15％といわれている。 

入札ﾘｽｸ  

不可抗力ﾘｽｸ  
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  ⑥「PFI と事業化手法」より 

項目 説明内容 

計画ﾘｽｸ 
公共負担。ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ細部の計画のﾘｽｸは、民間部門の設計責任の一部
として移転されるべき。場合によっては、大まかな計画許可をとる責
任も民間に移転することが可能。 

設計･建設ﾘｽｸ 民間負担。 

運営ﾘｽｸ 
民間負担。但し、運営要因の一部又は全部に公務員が参加する場合、
公共が雇用する刑務所の看守、公立病院の医師等、民間がｺﾝﾄﾛｰﾙでき
ない部分のﾘｽｸは公共が負うべき。 

ﾏｰｹｯﾄﾘｽｸ 

民間負担。実際には、公共と民間との間で、需要量ﾘｽｸをｼｪｱすること
が往々にして見られる。支払者が国民である場合は、一般にﾏｰｹｯﾄﾘｽｸ
が大きい。具体例として、道路、鉄道、空港などの交通ｲﾝﾌﾗや情報ｲﾝ
ﾌﾗはﾏｰｹｯﾄﾘｽｸが大きい。ﾃｰﾏﾊﾟｰｸのように利用者の多様な好みに左右
されるものもﾘｽｸが大きい。 
英国のｼｬﾄﾞｰﾄｰﾙ方式（公共が支払い者）や最低交通量保証方式（公共
が最低収入を保証）は、ﾘｽｸﾃｲｸする者を多段階に設定することで事業
を金融対応可能ならしめる方法として有効である。 
独占的事業において、政治的理由等から公共ｻｲﾄﾞによって利用料金が
事後的に変更されることに起因する価格変更ﾘｽｸは公共ｻｲﾄﾞが負担す
べき。 

残存価値ﾘｽｸ  

技術進歩ﾘｽｸ  

規制変更ﾘｽｸ 公共負担。一般的な税制変更ﾘｽｸについては、民間が負担すべき。 

資金調達ﾘｽｸ 民間負担。 
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 (2) 特定の事業類型におけるリスクについて 

 

  ①廃棄物処理・発電（JAPIC 報告書から） 

項目 説明内容 

制度･法令ﾘｽｸ 
（例）排出ｶﾞｽや焼却灰に対するﾀﾞｲｵｷｼﾝ等の環境基準値の強化や規制
対象項目の増加。自治体や国が応分の負担をする。 

政治ﾘｽｸ 
首長の変更、議会の承認、財政破綻により、委託費等の支払い遅延、
不能、及びそれに伴って発生する民間側の損害は公共が負担する。 

物価変動ﾘｽｸ 
公共が負担。また公共が支払う処理委託費を消費者物価指数等により
見直す必要あり。 

金利変動ﾘｽｸ 
民間が負担。固定金利に基づく長期借入れを実施した場合は、金融機
関が負担する。 

住民合意ﾘｽｸ 公共の責任。 

環境問題ﾘｽｸ 
民間が環境基準や定められた方法を遵守している場合は公共が負担
し、遵守していなかった場合は、民間が負担する。 

ﾌｫｰｽﾏｼﾞｭｰﾙﾘｽｸ 
民間も損害保険への加入を検討すべき。保険額を超える部分は公共が
負担する。 

測量調査ﾘｽｸ 
施設整備にかかる用地状況の調査は、通常用地収用の主体である公共
が実施し、責任を負う。 

設計ﾘｽｸ 
公共が性能要件を満たすために指示する設計変更には民間は応ずべ
き。 

計画変更･遅延ﾘ
ｽｸ 

環境影響調査等による計画遅延は、原則公共が責任を負う。 

資金調達ﾘｽｸ 
事業の履行にかかる資金調達は民間の責任。補助金については公共の
責任。発注仕様書に民間の自己資本比率が規定された場合は、民間は
相当する資本金を充当する。 

用地取得･住民
説明ﾘｽｸ 

公共の責任。 

施設損傷ﾘｽｸ 民間が処理施設、機材等の損傷を改修する。 

ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰﾗﾝﾘｽｸ 
民間に起因するものは、違約金等で対応し、公共に起因する遅延は公
共の追加負担で対応する。 

ｺｽﾄｵｰﾊﾞｰﾗﾝﾘｽｸ 
建設期間中の事故、第三者へ損害を与えた場合などは、民間が負担す
る。 

関連施設整備ﾘｽ
ｸ 

（例）余熱利用施設が挙げられる。ﾘｽｸは公共が負担する。関連施設
整備を別発注で対応することが考えられる。 

性能ﾘｽｸ 
民間が、発注仕様書に規定した要件を保全する。（例）ごみの処理容
量、規定発電量の確保、環境基準の遵守。 

価格ﾘｽｸ （例）処理委託費の見直し。公共が売電の買取保証を行う。 

運営ｺｽﾄﾘｽｸ 見積もり不備等による処理経費の増大。原則民間が負担する。 

施設損傷ﾘｽｸ 
火災等の遭遇による損傷。民間が損害保険に加入することで対応す
る。 

現状回復ﾘｽｸ 用地等の現状回復に伴う追加費用は、原則民間が負担する。 
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  ②DBFO 道路プロジェクト（「英国における PFI の現状」より） 

項目 説明内容 

設計･建設 
責任の大部分が民間部門にあるが､公共部門側で変更があれば､補償が
なされる。公共部門が設計の基準作りを行った後､民間部門が詳細設計
を分担する。 

隠れた瑕疵 30年間の契約期間に瑕疵が生じた場合､民間部門が責任を負う。 

遅延､時間 
遅延ﾘｽｸは民間部門にある｡公共部門側の変更に原因がある場合､補償が
支払われうる。 

計画 法令に基づく開発計画段階はすべて公共部門がﾘｽｸを分担する。 

交通量 
交通量の減少に対するﾘｽｸは民間部門が､増加に対するﾘｽｸは公共部門が
分担する。増加部分についても「影の料金」においては､交通量に上限
を設定している。 

運営管理 
民間部門が管理の責任を負う。その不履行はﾍﾟﾅﾙﾃｨﾎﾟｲﾝﾄに反映される。
ﾚｰﾝの閉鎖は支払額の変更につながる。 

反対行動 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにより異なる。いくつかのものはまったく民間部門にあり､他
のものは両者で分担する。 

不可抗力 
大部分は公共部門側にある。しかし､契約での定義は限定されている。
（例）異常気象は例外とされている。不可抗力により契約が終了しても､
出資者への補償はなされないので、このﾘｽｸは両者が分担する。 

補償･保険 

保険及び賠償のﾘｽｸは民間部門にある。設計､維持､管理に対して第三者
から生じるｸﾚｰﾑに対しては、公共部門は免責される。費用支出に対する
ﾘｽｸは保険でｶﾊﾞｰできるが、収入に対するﾘｽｸはできないので、このこと
が民間部門に対する収入ﾘｽｸを増加させる要因となる。 

法令 
法令の変更によるﾘｽｸは、差別的な場合を除いて､民間部門にある。非差
別的な法令により収入が減少しても補償はなされない。 

 

  ③茨城県常陸那珂港北ふ頭公共ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ募集要項より 

項目 説明内容 

建設･設備費､ｼｽﾃﾑ構
築費等の超過ﾘｽｸ 

民間負担。港湾管理者に起因するものは事前協議事項。 

運用遅延ﾘｽｸ 大災害等、港湾管理者に起因するもの以外は、民間が負担する。 

運営ﾘｽｸ 
ｼｽﾃﾑ運営の障害、管理運営維持ｺｽﾄの上昇、事故火災等による損
害は、すべて民間が負担する。 

不可抗力ﾘｽｸ 双方の協議により分担する。 

資金調達ﾘｽｸ 民間負担。 
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Ⅲ．各種報告書等におけるリスク分担 

 

  ここでは、報告書、具体的な事業において示されているリスク分担表から、リス

ク分担がどのようになっているかをみる。また、リスクへの対応例が掲げられてい

る分担表については、参考としてそのまま末尾に添付することとする。 

 

 ○参考にしたリスク分担表 

種類 事案 備考 

報告書 建設省報告書（4事業ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ） 市街地再開発 
ﾘｽｸﾍｯｼﾞの対策例あり､別

添。 

〃 建設省報告書（4事業ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ） 公園 
ﾘｽｸﾍｯｼﾞの対策例あり､別

添。 

〃 建設省報告書（4事業ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ） ﾌﾟｰﾙ  

〃 建設省報告書（4事業ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ） 道路  

〃 自治省報告書 庁舎  

〃 JAPIC報告書(H10.6) 道路  

〃 JAPIC報告書(H11.12) 廃棄物処理 
分担方針・緩和策あり、別

添。 

〃 JAPIC報告書(H11.12) ＬＲＴ 
分担方針・緩和策あり、別

添。 

〃 JAPIC報告書(H11.12) 庁舎 ﾘｽｸ分担方針あり、別添。 

〃 JAPIC報告書(H11.12) 駐車場 ﾘｽｸ分担方針あり、別添。 

書籍 PFIとﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ 廃棄物処理 緩和策あり、別添。 

具体事案 常陸那珂港ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ  

〃 福岡市臨海工場余熱利用施設  

〃 千葉消費生活ｾﾝﾀｰ、計量検査所  

〃 神奈川衛生研究所  

〃 神奈川保健医療福祉大学  

〃 東京都金町浄水場常用発電事業 負担方法の記載あり､別添。 

 

 

 １．リスク分担 

  Ⅱで紹介したリスクについて、JAPIC 報告書(H10．6)におけるリスク分担例を

示し、さらに、他の報告書や具体事業で示されているリスク分担を付記した（引

用先は括弧）。 
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(1) 共通ﾘｽｸ 

①政治ﾘｽｸ 

・立法化ﾘｽｸ：公共負担 

・政治ﾘｽｸ：公共負担 

・法令ﾘｽｸ：公共負担 

＊ＰＦＩ事業や当該事業に直接影響を与えるものについては、公共負担。そ

れ以外の事業全てに影響を及ぼすものについては民間負担とするものがあ

る。（常陸那珂、神奈川保健、千葉消費） 

・許認可ﾘｽｸ：公共負担。 

  ＊公共と民間で負担する例もあり（神奈川衛生） 

・税制ﾘｽｸ：公共と民間負担。 

＊法人税の変更は、民間。消費税の変更は公共。その他土地建物の部分によ

ってﾘｽｸ負担を公共民間がそれぞれ負担する例あり（神奈川衛生） 

・公共支援ﾘｽｸ：公共負担 

 

②経済ﾘｽｸ 

・物価ﾘｽｸ：公共と民間。 

＊運営開始前後で公共か民間というﾘｽｸ分担を行う例（千葉消費）、公共と

民間で共に負担する例（福岡余熱、神奈川保健）､民間が全面的に負担する

例（常陸那珂）などそれぞれ事業毎に異なる。 

・金利ﾘｽｸ：民間負担 

・為替ﾘｽｸ：民間負担 

 

③社会ﾘｽｸ 

・住民問題ﾘｽｸ：公共負担 

＊具体事業においては、当該施設の設置･運営に対する住民の反対運動につ

いては、公共の負担とし、調査･工事に関わる住民反対運動、訴訟について

は民間負担とする例が多い。（千葉消費、神奈川保健） 

・環境問題ﾘｽｸ：公共負担 

＊「環境ｱｾｽ･公聴会による計画変更」というﾘｽｸ名で公共と民間で負担する

例あり（神奈川保健） 

④ﾊﾟｰﾄﾅｰﾘｽｸ：言及なし。（庁舎（JAPIC）においては、民間負担） 

⑤異常事態ﾘｽｸ：公共負担。細かく分類した例あり（東京金町） 
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  (2) 計画段階でのﾘｽｸ 

･調査ﾘｽｸ：民間負担 

＊具体事業においては、公共実施と民間実施により両者で負担するのが例が数

例見られる。(神奈川衛生､福岡余熱等) 

・設計ﾘｽｸ：民間負担 

・計画変更･遅延ﾘｽｸ：言及なし。（庁舎(JAPIC）においては、公共と民間負担） 

・応募ﾘｽｸ：原則民間負担としつつも、選定ﾌﾟﾛｾｽを多段階にすることや、応募ｺｽ

ﾄを補償するなど公共側からの負担もありえるとされている。 

 

 

 (3) 建設段階でのﾘｽｸ 

・用地ﾘｽｸ：公共負担 

＊当該ﾘｽｸを、建設予定地に関するﾘｽｸ、建設に要する資材置き場に関するﾘｽｸ、

地中障害物に関するﾘｽｸに分類し、それぞれ、公共、民間、民間という負担

構成にしている例あり（神奈川衛生） 

・関連ｲﾝﾌﾗ整備ﾘｽｸ：公共負担 

・工事費超過ﾘｽｸ：民間負担 

＊具体事業においては、公共の指示による工事費の増大は、公共負担。それ以

外の理由による工事費の増大は、民間負担としている例が多い。 

・工事遅延ﾘｽｸ：民間負担 

・完工ﾘｽｸ：民間負担 

・性能ﾘｽｸ：民間負担 

・施設損傷ﾘｽｸ：言及なし。（庁舎(JAPIC）においては、民間負担） 

 

 

 (4) 運営段階でのﾘｽｸ 

①周辺ｲﾝﾌﾗ整備ﾘｽｸ：公共負担 

②ﾏｰｹｯﾄﾘｽｸ：公共と民間で負担 

③運営管理ﾘｽｸ：言及なし。（庁舎(JAPIC）においては、民間負担） 

④技術革新ﾘｽｸ：言及なし。（公園（建設省）においては、民間負担） 

⑤ﾃﾞﾌｫﾙﾄﾘｽｸ：言及なし。（公園（建設省）においては、公共と民間負担） 
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  ＊JAPIC 報告書以外の報告書・具体事例で挙げられているﾘｽｸ 

 

・公募要項(募集要項)の誤り：公共負担(神奈川保健等) 

・契約破棄ﾘｽｸ：公共と民間負担（廃棄物（PFIﾌﾟﾛ）） 

・第三者賠償：民間のみ負担（福岡余熱）、公共と民間の負担（神奈川衛生） 

・労働問題ﾘｽｸ：民間負担 (海外 BOT 事業（JAPIC）) 

・設計変更：公共の提示条件･指示の不備、変更によるものは公共負担。事業者の

提案内容に関する設計変更は民間負担（常陸那珂、千葉消費） 

・VE 提案ﾘｽｸ：民間負担 (神奈川衛生） 

・保険：民間負担 (常陸那珂） 

・資金調達：民間負担(千葉消費，神奈川保健)、公共負担分と民間負担分に分類

する例あり（庁舎（JAPIC）） 

・技術ﾘｽｸ：民間負担（廃棄物（PFIﾌﾟﾛ）） 

・建設中断ﾘｽｸ：公共負担（庁舎（JAPIC）） 

・関連施設整備ﾘｽｸ：公共負担（街路(建設省)） 

・一般的損害：民間負担（千葉消費、神奈川保健） 

・瑕疵担保：民間負担（千葉消費）、「施設瑕疵」というﾘｽｸ名で公共と民間で分

担する例あり（神奈川衛生） 

・施工監理ﾘｽｸ：民間負担（神奈川衛生） 

・賃料ﾘｽｸ：公共と民間負担（庁舎（JAPIC）） 

・料金未払いﾘｽｸ：公共負担（公園（建設省）） 

・施設内事故ﾘｽｸ：公共と民間（公園（建設省）） 

・潜在的瑕疵ﾘｽｸ：公共負担（公園（建設省）） 

・修繕費増大ﾘｽｸ：民間負担（神奈川衛生） 

・施設改修：民間負担（福岡余熱） 

・施設移管段階でのﾘｽｸ（庁舎（JAPIC）） 

  a.修繕費用ﾘｽｸ：民間負担 

  b.残存価値ﾘｽｸ：公共負担 

・移管手続きﾘｽｸ：民間負担（神奈川衛生） 
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 ２．同一項目について公共と民間でリスクを分担している例 

 

  ○法令ﾘｽｸ（茨城県常陸那珂港北ふ頭公共ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙの場合） 

ﾘｽｸの内容 負担者 

PFI事業或いはﾀｰﾐﾅﾙ施設の建設･運営に影響を及ぼすもの 公共 

当該事業以外の全ての事業者に共通した影響を及ぼすもの 民間 

 

  ○許認可ﾘｽｸ（神奈川県衛生研究所の場合） 

ﾘｽｸの内容 負担者 

許認可の遅延に関するもの（県で取得する部分） 公共 

許認可の遅延に関するもの（上記以外の部分） 民間 

開発行為に関するもの(ex.接道拡張が必要となった場合） 公共 

 

  ○税制度ﾘｽｸ（神奈川県衛生研究所の場合） 

ﾘｽｸの内容 負担者 

法人税の変更に関するもの 民間 

消費税の変更に関するもの 公共 

土地及び建物(A 棟･外構部分)所有に係る新税 公共 

建物(新棟（研究棟)･渡り廊下部分）所有に係る新税 民間 

 

  ○環境ｱｾｽ･公聴会による計画変更（神奈川保健医療福祉大学の場合） 

ﾘｽｸの内容 負担者 

施設建設そのものに関すること 公共 

事業者の提案内容に関すること 民間 

 

  ○ﾌｫｰｽﾏｼﾞｭｰﾙﾘｽｸ（東京都金町浄水場の場合） 

ﾘｽｸの種類 ﾘｽｸの内容 負担者 

排水処理所建
屋の倒壊 

阪神淡路大震災の規模を下回る地震による､建屋の倒
壊･破損に伴う､設備の損害 

公共 

〃 
建屋の倒壊による､事業者の運転管理体制･保全管理体
制の変更に伴う、事業者の経費の増加 

公共 

〃 

阪神淡路大震災の規模を下回る地震による､建屋の倒
壊･破損に伴い､設備の損害が発生した場合で､事業者が
提出した設備の配置図､重量､形状等の資料に誤りがあ
る場合 

民間 

〃 
阪神淡路大震災の規模を上回る地震による､建屋の倒
壊･破損に伴う､設備の損害 

民間 
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  ○用地取得ﾘｽｸ（庁舎（ＪＡＰＩＣ報告書）の場合） 

ﾘｽｸの内容 負担者 

施設･工事用地の取得 公共 

事業計画による超過用地取得 民間 

 

  ○設計変更（千葉消費生活センター・計量検査所の場合） 

ﾘｽｸの内容 負担者 

市の提示条件･指示の不備、変更によるもの 公共 

事業者の指示･判断の不備によるもの 民間 

 

  ○第三者賠償請求（神奈川県衛生研究所の場合） 

ﾘｽｸの内容 負担者 

研究業務中の事故に関するもの 公共 

上記以外のもの（研究業務支援中の事故、施設の劣化及び維持管理
の不備による事故等） 

民間 

 

  ○資金調達ﾘｽｸ（庁舎（ＪＡＰＩＣ報告書）の場合） 

ﾘｽｸの内容 負担者 

補助金･一般会計出資分 公共 

自己資本分 民間 

 

  ○施設瑕疵ﾘｽｸ（神奈川県衛生研究所の場合） 

ﾘｽｸの内容 負担者 

A 棟･外構部分改修工事の瑕疵が見つかった場合 10 年目まで 民間 

A 棟･外構部分改修工事の瑕疵が見つかった場合 11 年目以降 公共 

A 棟改修工事部分以外で瑕疵が見つかった場合 公共 

 

  ○賃料ﾘｽｸ（庁舎（ＪＡＰＩＣ報告書）の場合） 

リスクの内容 負担者 

ｱﾍﾞｲﾗﾋﾞﾘﾃｨｰﾌｨｰ 公共 

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾌｨｰ 民間 

 

   ＊ ｱﾍﾞｲﾗﾋﾞﾘﾃｨｰﾌｨｰ：施設が利用可能である限りにおいて支払われる固定額 

   ＊ ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾌｨｰ：ｻｰﾋﾞｽを構成要素に分解し、各々の要素につき設定された基準の

達成状況に応じて支払われる変動額 

 


